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議会運営委員会会議録 

 

平成２５年５月７日 火曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午前１１時０７分閉議（実時間４０分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議長の諮問に関する事項 

  （一般質問「総括質問・一問一答」につい

て） 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君     

副委員長   大 倉 裕 一 君 

委  員    亀 田 英 雄 君  

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員    藤 井 次 男 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員    前 川 祥 子 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

委  員  百 田   隆 君 

議  長  古 嶋 津 義 君 

  

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

増 田 一 喜 君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

議会事務局首席 

審議員兼次長 

                            

○記録担当書記    桑 崎 雅 介 君 

           嶋 田 和 博 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

◎議長の諮問に関する事項（一般質問「総括質

問・一問一答」について） 

○委員長（上村哲三君） おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり）ただい

まから議会運営委員会を開会いたします。 

それでは１、議長の諮問に関する事項を議題

とし、（１）一般質問（総括質問・一問一答）に

ついて議事を進めます。 

先の委員会では、質問形式に関しては、これ

まで運用しておりました総括質問、または一問

一答のどちらかを選択して行う方法、あるいは

総括質問のみ、一問一答のみを考える中で従来

どおり、すなわち選択制による質問形式の確認

が改めて得られたところでございます。 

次に、質問回数につきましては、自民党絆、

礎、和の各代表からは制限するとの報告でした。

また、新生会、市民クラブからは制限しないと

の報告、改革クラブからはこれまでの質問回数

３回までとしてきた経過の中で、今回、アンケ

ートでは相反する結果が出てきたことの重みを

踏まえてどのような整合性を図るかとの意見が

述べられました。 

このような中で、松浦代表からは制限すると

の報告を行ったものの礎、和の会派を含めてア

ンケート結果の数との整合性がとれていないこ

とから持ち帰りたいとの意見があっておりまし

た。また、前回の委員会では６月定例会で質問

回数の制限を設けずに試験的に実施したらどう

かとの意見もあり、合わせて持ち帰り協議とな

っておりました。この試験的実施については、

回数制限を行わないとした場合の取り扱いとも

関連すると考えられますので、まずは、自民党

絆、礎、和の各代表から質問回数の制限につい

ての会派での協議結果について御報告願い、続

けて回数制限を設けずに試験的に実施について

の御報告をお願いしたいと思います。 

それではまず、回数制限についての協議結果

について自由民主党絆、松浦代表お願いします。 

桑 崎 雅 介 君 
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（委員松浦輝幸君「よかですか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（松浦輝幸君） まずは最初に、整合性

がとれなかったそのことに対してまずは、お詫

びを申し上げます。そして帰って会派に確認し

たところですね、一問一答とした場合、沖縄の

視察で感じた制限しないとの解釈が頭にあり、

なんか勘違いされたということでございました

ので本音は、本当の考えは制限しないというこ

とでございます。（「制限するだろ」と呼ぶ者あ

り）あ、制限するです。そうです。 

○委員長（上村哲三君） それでは次に、自由

民主党礎、友枝代表お願いします。 

○委員（友枝和明君） うちの会派もけさも

再々――何度も確認して従来どおりという事で

ございます。 

○委員長（上村哲三君） 次に、自由民主党和

の田方代表お願いします。 

○委員（田方芳信君） はい、うちのほうも従

来どおりということであっています。 

○委員長（上村哲三君） それではただいまの

報告に関しまして質問意見等があれば願います。 

○委員（亀田英雄君） はい、沖縄に視察に行

ったのは議運のメンバーですよね。（「はい、は

い」と呼ぶ者あり）それば勘違いされたという

ことはどういう意味ですか。他のメンバーが勘

違いされたちゅうのはどげん意味ですかね。（委

員松浦輝幸君「ちょっとよか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） 沖縄では一問一答で制

限なしだったかな。（「うん」と呼ぶ者あり）そ

うだったでしょう。それを制限をしたいという

ことで本音はあったんですけども、制限をしな

いという沖縄があったもんでそこに、丸ばした

っだと思います。だから数の合わぬごとしなっ

た。 

○委員（亀田英雄君） はい、そらも、議員そ

れぞれに一人ずつアンケートばとったっだいけ

んですたい、沖縄の話しば、全部聞いたわけで

もなかっだけるわけでもなかっだいけんが、そ

の影響のあってまちごった、まちごたっていう

わけいかぬですばってん、沖縄の視察は関係な

かっだろて思うとばってんですね、どけん扱い

になっとでしょう…… 

○委員長（上村哲三君） 沖縄で行った議運の

メンバーと一緒に協議ばしとるもんだいけん

（「あ、そぎゃん意味だったっですね」と呼ぶ者

あり）その中では、沖縄ではこういう状態だっ

たて、３カ所の状態ば話はあったっですよ。僕

らも話ばしたし。一問一答で回数は全然制限は、

最初からなかったていう話はして、時間も２時

間も３時間もかかりゃせぬかという話も実は長

くても７５分というところだったと、あとは１

時間以内で収まったと。そういう話は全部です

ね、議運のメンバーから各、うちの会派のメン

バーにはしたわけですよ、それを踏まえてとい

う意味だろうというふうに思いますが、松浦委

員、そういうことでよろしいですか。 

○委員（松浦輝幸君） その如くです。 

○委員長（上村哲三君） 私も入っとたけん、

そらようわかっとですよ。で、亀田委員いかが

ですか。 

○委員（亀田英雄君） はい、それならそいが

よかったけんて思てアンケートそれぞれ委員さ

んが書かしたっでしょうばってんが。どけん勘

違いすればそげんなっとですかね。まあ続けて

…… 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○委員（亀田英雄君） アンケートは個人の議

員の意思の表示だいけんですたい、そこば確認

すっというのもまたナンセンスだし。前回、持

ち帰って言いなったけんそっでよかて思たっで

すばってんが、大体ですね、アンケートは個人

の意思ですけん。そいがよかと思いなったけん

書いたっだろけん、ならアンケートばなぜとっ

たかという話にもなりますけんですたい。 
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だけんどやん扱いますかな。（委員松浦輝幸君

「はい、よか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、松浦委員どう

ぞ。 

○委員（松浦輝幸君） その如くです。意思は

意思ばってん、今、言うごて勘違いをしてから

そうということで、説明したら本当はやっぱり

制限するという考えだったんですけれどもそれ

に勘違いしたと。そこだけが数が違うとったじ

ゃなかですか。そらしよんなかっじゃなかつ、

それは。説明したら制限したがいいということ

なんです。 

○委員長（上村哲三君） はい、藤井委員。 

○委員（藤井次男君） 今、話聞いとってみる

とですたい、今委員長からも説明のあったです

が、皆さんで話し合いをしたと。徹底して一問

一答式はこぎゃんですばいと。こぎゃんだった

ですばいちゅ説明をしてあると思うですたいな、

そのなかでアンケートをとってですたい、それ

だけ事情のわかっとって、そしてアンケートに

自分自身で答えた答弁て思うたいな。 

その中で、間違うとったちゅのはどういう意

味かな。どうしてんわからぬがな。個人の意思

は個人が一番知っとるわけで、間違うとりまし

たて、みんなが間違うとりましたていうわけに

はいかぬと思うたいな。（委員田方芳信君「よか

か」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、田方委員。 

○委員（田方芳信君） 私は、沖縄行っとらぬ

ですよね、だけん全くわからぬだったです。そ

ういうお話を聞いて、その中でのやはり勘違い、

そういった面でなってきたところもあると思い

ます。これ説明する側と聞く側の沖縄に行かれ

た方々が説明するじゃ中ですか、そのとり方が

ちょっと若干、こっちが間違うとったとか。簡

単なことなんですけどね。 

○委員長（上村哲三君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） この議運のメンバー、

田方委員は別ですが、皆さん行って感じられて、

なるほどこういうやり方もいいなあという感覚

で多分帰ってみえたんじゃなかろうか。それを

自分の会派に行って実は、こうこうだったつよ

という説明をされて皆さんが、なるほどそら、

よか方法なという感覚から多分、アンケートの

とき、丸つけなはったんじゃないかなと思うと

ですよ。ただ、勘違いしとんなって言いなっと

が説明が不十分で皆さんが、しっかりわかっと

んなはらぬだったという意味なのか。間違いな

く皆さん方が議場で、特に個人的に名前を挙げ

ぬですが、こぎゃん方法もあっとないて、こい

が一番よかっじゃなかかていう声も何人かは聞

いたっですよね。だけんそのあたりが自分の会

派に持ち帰られて説明をして、あ、なるほどな

という気持ちで多分、丸をつけられたっじゃな

かろうかなと。それがアンケートの結果じゃな

かろうかなという気がすっとですが。（委員松浦

輝幸君「よか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ松浦委

員。 

○委員（松浦輝幸君） 持ち帰りしてください、

整合性がとれぬだったじゃなかですか。持ち帰

りさせてくださいと私がお願いをしたけん、こ

うこうして数がおかしゅうなっとると、こら、

恐らくうちの会派だということで、ずっと説明

したっんですよ。だけん勘違いしたちゅとだい

けん、そいばなしやて言うたてん、どやぬもで

けぬとじゃなかっですか。おら、そん相手に聞

くれて。 

○委員長（上村哲三君） ちょっと整理させて

もろうてよかですか、実は、この一問一答と総

括のどちらかを選ぶか、いままでの従来どおり

を選ぶかというのを最初の質問の項目において

ですよ、意外と従来どおりという選択制という

のが多かったでしょう。だからそこで、不整合

な部分があったから松浦代表は、持ち帰えらせ

てくれいう意見ば、前回ですね。うちでもちっ
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とおかしいて感じられたけんでから、私たちの

予測じゃ、一問一答に固まるのかなと。議運の

メンバーみんなそう思って帰ったと思うとです

たいな、そこは。そこが違ったというのがやっ

ぱり、うんというところのが始まりですよな、

これが。だけん、そこんところば持ち帰って確

認したかったということで自民党会派の人たち

は……、勘違いの部分をどこどこと言われても

わからぬ部分もあるだろうしですね。今、前垣

議員さんの言われたとおりかなというふうにも

思うとですけど、だからそこんところだろうと

思う。その確認をされたということなんですね。 

（委員前垣信三君「私は」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません。私は、勘

違いしとったとか、そういう話じゃなくて考え

方としてはそれが自然な流れかなと思ったもん

ですけん。当然、松浦代表にすれば整合性がと

れぬけん、一遍、会派に帰って皆さんの再度意

思を確認をしたいと。その結果を言いなはった

っと思うとですたい、そらそっでよかと思うと

ですよ。でもごく自然に考えるとここの委員さ

ん、田方さん除いてほかの委員さんは特に違和

感を感じられなくてこういうこともいいのかな

という感覚で帰られて自分の会派で説明をされ

たと。皆さんは、なるほどなという感覚でアン

ケートに丸をつけられたのかなと思とる。で、

それにはこだわりませんけど、松浦代表が言い

なったとおり一遍、整合性がとれぬけん持ち帰

ってその結果は、その結果で私はいいと思いま

す。ただ、どうもそのあたりが何か、ちょっと

理解できぬかなという気はしますけれども、は

い。 

○委員（松浦輝幸君） うちはですね、一貫し

てこういう説明せぬでも大体は、いままで従来

どおり要するにそれが基本であってやっぱり、

質問回数３回を制限したが一番いいというのが

うちの会派の考えなんですよ、絶対これは揺る

がぬとですよ。だから、今、言うごて一問一答

としたときとか、どうした勘違いしたかしれぬ

ですけども、うちはやっぱり、こら揺るがぬと

です。誰も。（委員前垣信三君「先、進めてくだ

さいよ、あとどぎゃんするか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかの委員さんには

意見ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） アンケートは、確か委

員長腹案だったような気のすっとですが。 

○委員長（上村哲三君） 議長。 

○委員（亀田英雄君） 議長腹案。なら、揺る

がぬとだったら諮問もなかった話ですけん。ど

ぎゃん取り扱いますか、あとこれば。 

○委員（藤井次男君） この議運の一般質問の

会議ですたいな。これはやっぱり皆さんが話し

おうてどっちゃんがよかかということを決むる

わけで、３回、従来どおりていう方法もあって

思うわけですがな、こん前、沖縄に行ったとき

ですたい。こら、あんまり、いままでの質問と

あんまり変わらぬばいなという感じは受けたで

すたいな、一問一答式も含めて。帰ってきてど

ういう説明をされたかちゅうとが非常に聞いと

って不思議ですがな。そこで、ちゃんとこうい

うことでしたという聞けば、やっぱり自分なり

にこのアンケートに自分の意見をつけたて思う

ですたいな。それだけて思うばってん。そこで、

どぎゃんして意見が違うかな。それだけ説明聞

いとって、意見の差があるかな…… 

○委員（松浦輝幸君） はい、よか。 

○委員長（上村哲三君） はい、松浦委員どう

ぞ。 

○委員（松浦輝幸君） 今、藤井さんの言わす

とがちょっとおれにはわからぬですけども。私

はやっぱり、一長一短は感じたばってん、従来

のごて制限していったほうが議会もスムーズに

いくし、時間もある程度、大体最高６０分で済
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むなと。私はそうした感じして帰ってきた。 

そら、１０人おれば十人十色感じ方違うし、見

方も違うとですけん。一概におかしか、おかし

かて言うとはおかしか。（委員藤井次男君「よか

ですか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ藤井委

員。 

○委員（藤井次男君） 最初の説明さす人がど

ぎゃん説明さしたが一番疑問ですよな。どぎゃ

んしたふうに、そぎゃん疑問を持つような説明

をされたわけですか。わしどま、うちん会派じ

ゃやぎゃんぎゃんですけん、どぎゃんですかと

もう、なんでん話おうて出てきて一発で決める

気持ちはいつも持っとっとですが。何で持ち帰

り、持ち帰りて、持ち帰りばっかりせぬばんと

かなという気持ちもすっとですたいな。（「うち

は初めて」と呼ぶ者あり）初めてですたい。初

めてばってん、松浦議員が最初は、男、代表者

で出てきた以上は、そぎゃん持ち帰り持ち帰り 

ばっかりすんなていう声も聞いとるわけだいけ

ん。そういう面まですればですたい、うちは持

ち帰りちゅことは１回も言わぬつもりでおるば

ってん、ちゃんと話おうてくるけん。そん説明

する人がどぎゃん説明するかによって、そこの

人たちはみんな考えがあるわけだいけん。最初

の時点でちゃんとわかぬば聞いて、説明をした

ならどぎゃんですか。説明をしたなら、たいぎ

ゃ、みんなわかって思うばってんな。そいば何

回も、考えてみればですたい、余算なことにな

るばってん、議運な、議会のことに対して一番

話し合う最高機関ですが、持ち帰り持ち帰りば

っかりしよっと、とうとうなんも決まらぬごた

っと感じもするわけですたいな。最終的にゃ長

引いて、費用弁償のずっだけんことであって。

そら、もしこういうことが続けばですたい、議

運なやめて各派代表者会で決めてしまえばよか

ですたい。そして会派にぱっと説明すればそれ

で済むとじゃなかっですか。こぎゃんいつまっ

でん、持ち帰り持ち帰りて、ずっと前からきと

れば、持ち帰りの非常に多かですたいな。 

○委員長（上村哲三君） 藤井議員、そこまで

言及してしまうとどうしようもないので、今、

違う形でやっていきましょう。ちょっと議長に

意見求めてみますので。議長、よろしいですか。 

○議長（古嶋津義君） あくまでも議会の運営

に関する事項でありますので、議運の中で検討

していただきたいと思います。それから議論の

中であんまり感情に走らないようにお願いをし

ておきます。と言いますのがそれぞれの会派に

おいて、どの会派においても持ち帰りというの

はあっているのが現実であります。 

○委員（前垣信三君） 今、松浦代表がおっし

ゃるように例えばアンケートをとるまえに会派

でどういう方向性で出そうかという話し合いが

されて、多分、アンケートをとっとられたら、

ああゆう結果にゃならぬかったと思うとですよ

ね。だから、問題はそのあたりかなと思うから、

どうにもいかにゃ、もう一遍、アンケートをと

りなおせばどぎゃんですか、そしたら整合性が

合うとじゃなかですか。 

○委員長（上村哲三君） もう一回、アンケー

トをとれば……。 

○委員（前垣信三君） そら、議長さんがおっ

しゃることですけん、議長さんのお許し得にゃ

いかぬとばってん。今、おっしゃったみたいに

会派に帰って整合性がないから説明をされて、

結果みんな今までどおりでいいと。本当はそこ

に丸つけぬばんだったという話ですよね。だか

らそのあたりでアンケートのときに、会派でみ

なさんが話し合いをして、丸付けとんなはると、

こんな不整合にはならぬかったような気がしま

すけどね。 

○委員長（上村哲三君） 現実にはですね、会

派で話し合いをする前にですね、おらもう出し

たという人もおったわけですたい。私もその一

人だったですばってんですね。忘れぬうちにて
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思ってから書いて出したもんもおるわけです。

だけん、そぎゃんともあったっかなということ

で自民党会派は３会派あるんですが、最初から

言うとんなっとは従来どおりということが、う

ちは大体決まっとるということは、確認はして

あったっですよ。ところが、アンケートの中で

不整合がでてきたけん、確認せぬばあかぬて言

い出さしたっがそこだったろうというふうに思

うて、私もああと思うてから。えらい違うて来

たなあと思ったっですもん。ほかに意見ござい

ませんか。 

○委員（友枝和明君） 今の意見ですが、整合

性の件ですが、私たちも帰って会派に一応説明

をしたつもりでしたが、説明不足もあったかも

しれません。それと研修に行って一問一答方式

が、特別一般質問とか、総括質問じゃなくて、

普通の自然的なあれであったもんですから、私

もそういう点は説明足らぬだったかなとちょっ

と思いました。 

○委員（堀口 晃君） ここの議会運営委員会

３４人、今３２人ですが、３２人の皆さんの部

分の議会の運営について協議をしているところ

なんですけども、その中でも最初から松浦委員

みたいに、うちはもうこれだいけんというよう

なところで、もうそこで閉ざしてしまうとそれ

から先ですね、いろんなお話がなかなかできな

いような気がするんですね。ですからこの議会

運営委員会というのはお互いに言い分というの

が、お互いにあるんだろうと思う。その中でど

こで整合性をとって、どこで折り合うことがで

きるか、そして八代市議会の中で議会運営がス

ムーズにいくか、お互いにいろんな主張をその

まま持って行くならば平行線をたどるしかない

し、どこかでですね、ある程度、うちはもう従

来どおりと、３回までというようなことで一本

でずっと通してしまってしまうと、この議会運

営委員会を開催する意味がないような気がする

んですね。それともう一つは議長の諮問という

ことで、今回質問形式の確認であったり、質問

の回数の制限の部分についてアンケートをとっ

たわけですので、このアンケートについて私は

重要視するという部分がある。勘違いだという

話も今聞いたところで、理解はしますけれども

少なくともここである程度のどちらかで、どや

んすっとよかやというような話、お互い譲れる

ような部分がなからぬとまとまっていかないよ

うな気がするんですけど。少なくとも、私は議

会運営委員会で沖縄にも行った。なんで行った

のかというと、どういうふうな議会運営をやっ

ているかということを私たちは公費を使って行

っているわけですよ。そしてアンケートをとっ

て議会運営委員会も何回か、この問題について

開催をされておると。これも全部公費がかかっ

ているわけですんで、どこかである程度のお互

いに調整をする。調整をするのにこういうふう

な問題が出たけんが、どこまでうちは譲れるか

というふうなところを考えてこないと一遍通り

だったら、それから先、進まないような気がす

るんですね。 

私の意見とするならばアンケートの結果、こ

れは皆さんの真意だというふうに感じているも

んですから、ここの部分について皆さんに、３

２人の皆さんにですね、説明するときにアンケ

ートとったけども勘違いする人が多かったけん

が、今回、こういうなりましたていう話にゃな

らぬだろうと思うとですよ。ですからアンケー

トはアンケートとしてこの数字は数字として、

やはりこの議会運営委員会にいらっしゃる皆さ

んは真摯に受け止めて、出た部分についてどう

いうふうな形で結果を出していくかということ

を議論するのが、議会運営委員会かなというふ

うに思っております。私の意見です。 

○委員（松浦輝幸君） いろいろこの諮問、議

長から出たっですけど、質問とかいろいろ、な

んて言いますか、進歩させるというか、悪いと

ころは直していこうという意味もあっていろい
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ろの問題が出たっだろうと思うとですけども。

我々はですね、うちはいままで従来どおりがど

う考えてもですね、一番いいということなんで

すよ。制限回数もすべき。時間の短縮も効率的

に使われる。その中で聞く人にも３回した中で、

ほかに問題に移ったほうが一番わかりやすいと。

我々そう思うわけですよ。もしですね、制限回

数がずんずん、のうなして上手な人はよかばっ

てん、何言わすとか全然わけくちはわからぬよ

うな結果の出ることは十二分にあると思うとで

すよ。何で、そいばかえぬばんとかなというの

が我々なんです。どこもいままでどおりしたて

にゃ、なんも悪いとこはなかつ。私はそう思と

っとですよ、だけん新しいものに変えることも

必要だろばってん、いいものは守っていくと。

そういう考えですよ。 

○委員（堀口 晃君） 委員長、いいですか。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○委員（堀口 晃君） それは理解するところ

です。その考えはあって私はしかるべきだと。

しかし、松浦代表が抱えていらっしゃる会派と

は違う考えのこと。やはりこれは議員が発言す

る部分について、なぜ制限せぬばんとかという

考え方もあるのも理解をしてほしかっですよね。

その中でどういうふうな形で整合性をとってい

くかということをこの議運で話し合う。松浦代

表がおっしゃるのもよくわかります。そういう

考え方があるということを。それとは違う、質

問制限を八代市の場合には、旧八代市の場合に

は質問制限なかったわけですんで、それも何も

問題がなかったという話もあるわけですよね。  

中には、少し議長の制限という部分も確かに

ありましたけどもその辺についても、いままで

しつこく旧八代市の場合、長い間、質問制限っ

ていうのはなかったわけですんで、それはよか

ったという、それから制限をされるようになっ

てからいろんな問題も出てきているのも事実で

す。ですからそこの部分についてそういうふう

に思っている議員もいらっしゃるし、松浦代表

のところの部分の会派の中でも質問制限する必

要はあると、３回までというようなことをおっ

しゃっているのもよくわかります。 

そこで、お互いに違う議員さんたちがいらっ

しゃるわけですんで、そこをどやんふうにする

とうまいこといくかなということを考えるのは、

この議運だろうというようなことを私はさっき

言ったところです。（「難しかですな、こら」と

呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） 八代市議会１時間、ど

うせ時間制限あっとでしょうが。だけん、そら

そっで時間の余ったもんな、みじこうでくっど

し。時間ば超えてはできぬとですけん。そらそ

っでよかと思うとですたい。時間の短縮にもな

るという話もあったですばってん。 

沖縄の視察の内容ば思い出してみれば、一問

一答にして結局、質問回数制限なかっですけん。  

そぎゃんした時間のみじこうなったという話

もあったじゃなかですか。その辺が視察の成果

だろうと思うとですけれどね。だけん、試験的

にも取り入れてみたらどうでしょうかという意

見ば申し上げたっですが。そこもかたくなに拒

否すって、その視察成果がありながら、かたく

なに拒否すっというのが私はどうしても解せぬ

部分であって、最初から尋ねとっとっとですよ。 

視察の成果をだすというなら、その辺な取り

組んでも１時間ば超えてはせぬとですけん。何

も無理はなかと思うとですばってんが。 

 以上です。 

○委員（百田 隆君） 議会運営委員会でいか

にしてこの議会をよくしていくかというような

ことで、視察にも行ったですたいね、沖縄に。

行って説明の仕方としても総括質問、一問一答

も。それといって特に一問一答はよかなて、そ

んとき感じたですよね、みんな。感じてこれを

生かしたほうがよかっじゃなかろかなというよ

うな感じで帰ってきたところが３回までという
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ようなことを言われる。どうも最初から３回、

質問ありきというような感じがしてですね、そ

のあたりの違和感を感じっとですよ。ですから

私は１時間という制限時間があるんですから自

由にやったっていいんじゃないかというふうに

思っております。 

 以上。 

○委員（松浦輝幸君） 過去をたどれば、何か

うちん市議会、制限なかった時代もあったっで

すかね。事務局にちょっと聞くばってん。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）    

 はい、失礼いたします。無制限ということで

ございますけれども過去に合併前ですか、そう

いった状況の中では基本的には質問の回数につ

いては質疑の回数に準じるということで２回ま

でという取り決めの中での運用ということで理

解しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（松浦輝幸君） 前は、うちん八代市は

制限のなかった時代もあったとか言いよらした

っじゃなか確か。ちょっと聞かせてそこば。 

○委員長（上村哲三君） だけん、言うたとお

り。言うたとおり。（委員松浦輝幸君「そんまま」

と呼ぶ）はい、桑崎次長。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）    

 はい、合併前あたり会議録ちょっと見させて

いただきますとそういった丁々発止のやりとり、

質疑のやりとりが相当あっている場面があった

ように思います。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 議長裁量でやってい

たということで。やっぱ会議規則はそのままで

変わっとらぬし、ということです。（委員外議員

増田一喜君「委員長、ちょっとよかですか」と

呼ぶ）はい、どうぞ。 

○委員外議員（増田一喜君） 私も合併前で…

… 

○委員長（上村哲三君） マイク。 

○委員外議員（亀田英雄君） 合併前にですね、

質問したことがあれますけれどもあのときは３

回以内でやれというようなことで聞いておりま

した。それと一つの例はですね、ちょうど小薗

議員さんが議長されとったときだったですかね、

靎議員さんが質問されているとき、一問一答み

たいな感じでやられたときに議長から注意があ

っております。きちんと回数がありますからオ

ーバーになりますから、そのつもりでやってく

ださいちゅう、そういう事例が１回は経験して

おります。 

○委員長（上村哲三君） 過去にあった、ない

ということは、そういう実態ということで理解

していただきたいというふうに思いますし、実

は、この質問回数の制限だけのために議運で沖

縄に行ったわけではありませんのでですね、た

またま前の議運において総括、一般質問併用式

というのがですね決められて、しかし質問回数

は３回とするていうような確認ができとったわ

けですよね、前の議運で。その中で、いや、こ

れはという話が出て今に至っているわけでござ

まして、中村和美議運委員長のときにその確認

ができとるんでありましてですね、だからその

流れの中で確認も含め、協議を行うということ

で始まっておりますからですね、この件は。 

そこんところ御理解をいただいてお願いした

いと思います。はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 最近のこの一問一答か

れこれというのは、大体世の中の流れであちこ

ちがこういうのに取り組んどる。たまたまそう

いったものの例が沖縄で見れたということです

たいね。素直な感想でこの前の回答が出てきた

かなと思うとですけど。 

実は私の会派でも話をするんですが、委員長

さんの御意見も伺わないといかぬと思うとです

が、さっき藤井委員がちょっと触れましたが、

全て持ち帰って代表者が結論を出すということ

になると先ほど言いましたように各派代表者会
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で済むんじゃないかなという気もしますし、こ

こはあくまでも会派、党派を離れて自分が議員

としての発言をして、その結果取り決めたこと

を自分の会派に持ち帰って議運では、こういう

ぐあいに決まったがいいかいという話にするの

が議運かなと思うんですよね、そうでないと毎

回、持ち帰って、会派の意見を聞いて集まって

きて、それをどうこうと話するなら、何もこの

メンバーは要らぬと思うとですよ。各派代表者

会でいいと思うとですよ。 

そのあたりで、この議運自体の考え方を委員

長はどんなに考えられるのか、私は議員個人と

しての意見を述べながら、例えば松浦代表が自

分の意見としてはこう思うと。いや、おら、そ

うじゃなかと、話し合いをしながらなんかの方

向性を持ってくると。決まったことを会派に持

ち帰って議運ではこういうふうに決まってけん、

頼むぞというのが議運のような気がすっとです

が、委員長さんの御意見はどぎゃんですか。 

○委員長（上村哲三君） 私ですか。（委員前

垣信三君「はい」と呼ぶ）私は、議運はですね、

委員長になったときから言ってますが、ほかの

常任委員会とは違ってここではいろいろ採決を

して１票差で決まったけん、どうのこうのとい

うことはやりませんよというのは、あくまでも

３４名の、当時ですね、３４名の中から出てき

た委員さんたちでございます。議運の委員さん

というのは。だから自分たちのことばかりでな

くて少数会派の意見を聞いた時期もあります。 

だから、そういう面を含めてですね、みんなが

本会議に入っていく場合にですね、どのような

議長を含め、運営の仕方をやっていければスム

ーズな議会運営ができるのかなて。そのために

いろんな手法だったりというようなものを話し

合って決めていくのがこの議運だろうと思って

おります。初めて自分の意見を言いましたが。 

ですから、なるべく皆さんの総意のもとに決ま

ることを期待しとりますし、それをもって各会

派また少数会派の皆さんにも全協でもお話をし

て、確認をしていくというのが議運の立場だろ

うというふうに思とります。さっき各派代表者

会という話も出ましたが、各派代表者会と言っ

てもですね、その上に、ある意味じゃ、その上

のメンバー構成でやっているのが議運だという

ふうに思っておりますので。あくまでも各派代

表者会は人数制限もとられておりますしですね、

多数会派ということでなっておりますんでです

ね、そこんところは多くの意見をとりいれて反

映できる委員会であるというふうに思っており

ます。よろしいでしょうか。（委員前垣信三君「は

い、結構です」と呼ぶ）ちょっと小会しましょ

うか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

小会します。 

（午前１０時３４分 小会） 

                              

（午前１１時００分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 意見はございませんか。 

○委員（前垣信三君） 各会派それぞれの意見

が出尽くしたような気がしますけれども結論と

しては、今議会においては６月議会も含めて従

来どおりでやると、貴重な意見が出ましたので

この意見を次の議会の議運に譲ると言いますか、

申し送りと言いますか、そういう形でされたら

どうかなと思いますが。 

○委員長（上村哲三君） はい、わかりました。

ほかに意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、確認をし

たいと思います。一般質問の質問回数の制限に

ついてはこれまでのとおりとすることで確認願

えますか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認めま

す。また、６月定例会においては、そのとおり

とすることに決しました。ついては、改選後の 
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新たな議運構成の中でこれまで議運で協議して

まいりましたことを含め、協議することといた

したいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

                            

◎その他 

○委員長（上村哲三君） 次に、議長の諮問に

関する事項以外の部分においてアンケート結果

のその他の事項、すなわち質疑、質問の日程を

これまでの４日間５名ずつから、５日間４名ず

つとする見直しについての意見があり、会派に

持ち帰り協議となっておりました。そこで本件

については議会の運営に関する事項を議題とし

て、ただいまから協議したいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

ただいまから議会の運営に関する事項を議題と

して議事を進めます。それでは前回の委員会で

述べられておりました４日間５名ずつとした質

疑、質問の日程を５日間４名ずつとする見直し

の意見について各派での協議結果の報告を願い

ます。順序を変えさせていただきます。最初に

新生会前垣代表からお願いします。 

○委員（前垣信三君） 基本的には、現状どお

りいいと思います。 

○委員長（上村哲三君） 次に、改革クラブの

亀田代表お願いします。 

○委員（亀田英雄君） 現状どおりです。 

○委員長（上村哲三君） 次に、市民クラブの

大倉代表お願いします。 

○委員（亀田英雄君） 現状どおりです。 

○委員長（上村哲三君） 次に、自由民主党絆

の松浦代表お願いします。 

○委員（松浦輝幸君） ２０名の場合だったっ

かい、４人の５日。（「はい」と呼ぶ者あり）そ

れは考えるべきであるということです。 

○委員長（上村哲三君） ４日間５名ずつです

ね。 

○委員（松浦輝幸君） ４日間の５名、それだ

ったらいい。 

○委員長（上村哲三君） 次に、自由民主党礎、

友枝代表お願いします。 

○委員（友枝和明君） 右に同じ。 

○委員長（上村哲三君） 最後に和の田方代表、

お願いします。 

○委員（田方芳信君） うちも松浦代表、そし

て友枝代表と一緒です。 

○委員長（上村哲三君） ただいま各派から報

告が終わりましたがそのほかの委員さんで御意

見等があれば願います。 

○委員（堀口 晃君） 私と亀田代表の分と同

じ意見なんですが費用弁償のことも考えて、今

実際２０名だと４日で終わるという話で２１名

だと５日間という話になっていると思うんです

ね。 

４日間１８とか１９なら確実に５日間に４名ず

つだった場合には５日間は確実にあるわけなん

で、その辺の費用弁償も含めてですね、できる

だけ短縮したほうがいいような気がしますんで、

５日間ではなく４日間の５名ずつということで

す。 

○委員長（上村哲三君） ほかに御意見ありま

せんか。前川委員。 

○委員（前川祥子君） 私は予備日が１日あり

ますので疲れるという、集中力がなくなるとい

うことを考えましたら５日間とっても構わない

と思います。 

○委員（前垣信三君） 今質問形式も基本的に

はあと１回しかありませんから、今度の日程に

ついても現状どおりでいいんじゃないですか。 

次の議会で話をされたら、ここだけ変えてほか

のは変えないよと言うよりかは、いままでどお
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りでいいんじゃないですか。あと１回で、今度

が２０人で終わりゃいいんですが。ですね。（「よ

かっですよ、１回」「そっでよかたい」と呼ぶ者

あり）（委員松浦輝幸君「ただうちは、これは考

慮すべきだという意見だった」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑、質問の

日程見直しについての御意見があればお願いし

ます。（委員松浦輝幸君「なし、今前垣……、よ

か」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） 今前垣委員の提案理由

で私は賛成します。 

○委員長（上村哲三君） 意見が出尽くしたよ

うでございますがこの件もですね、それでは現

状という話が強いようでございますがこの件も

含めて次期の議運に申し送るということでよろ

しいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 基本的には恐らく４

人５日間ですが、超える場合には５も入ってく

るということで基本的には５日間というのはあ

らかじめですね、決めてあるということであれ

ば予備日まで使ってそういうことになります。 

２１名になれば５，４，４、４になるか４、４、

４、５になるのかというような話でございます

のでそこも含め、申し送っていきたいというふ

うに思います。この５日間と言うのもですね、

前の議会ではですね、５日間を一般質問の日と

されとったときもあります。申し合わせで。現

在は４日間に予備日１日という形で申し合わせ

がなされておるところでございますので、何も

予備日が無駄なもんということではないという

ことで御理解をしていただきたいというふうに

思っておりますが。それではこれも含めて改選

後の議運の申し送るということでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは確認をいた

します。 

質疑質問の日程見直しについては、現状どお

りとする取り扱いの確認をしたいと思います。

また、あわせてこの日程見直しについては改選

後の議運に同時に申し送るということで確認し

たいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） そのように決しまし

た。それでは、以上で本日の議会運営委員会を

閉会いたします。 

（午前１１時０７分 閉会） 
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